
つくば二のギT建架脇定il十

建築熟当1法 (IYイ 和 25年 法引!第 201号 。 )第 69条 及びつ くば市建築協定条

例 (ヽい成元イli r)く ば市条例姉 〔〕0,ケ )(イ )ガと,と に えtづ き、次C)と お り建築 脇定1+を

設定す る。

脇欠:成 立の i‖iと して、 正本 2常rを 作成 し、 1部 を決城県知 J:に 提 出 し、 1.m;を

住宅 。相;市 4樹j公 剛が保管す るも立)と し、 14該協冗と伴の写 しを茨城県角1事 の脇定

の F思 nl・ の公 (Ii rノ )島 ,゙た 日以後 において、住 tと・加;市 1と

't公

口|か ら脇欠とに域の 上)・也の

所 有憮の移 1工 を世 t,・ た杵に ,iこ 布す るもの とす る。

tFサ成 〔〕イト  2月  8 11

11)也 ,,iイ T静

)́く ,ボ II,4均
・

[l∬
―い

1う に1 1 1〕 37刊十〕也

イ!:宅 ・れ∫il'14樹t公 口II)く ば開発局

V‖ プと万ij Jit      iVk  ガく  こE  テt

所 イ,ti地    "馬 柔に記載す る脇気E区 峡内の 上地金 ‖;の 年

(「 it h勺 )

1条  この脇定は、建築熟半法 (以下 「法」という。)"6(〕 朱及びつ くば市

|ヂと興 脇定条例の規定 に基づき、第 5条 に定める区域 (以 下 「脇定 |▲ 域」 とい う。

|)内 におけるlL築 物の月I途 、規棋、形 |よ、 1む i■ 、炊地等住宅嘱t境 に限|す る米 tゝ

を設け、 もつて住 fこ r也 としてのよく好な環境を高度に呻巡 し、紺:持 す ることを日

的とす る。

(名 不小)

第 2条  この 脇定は、つ くば lヴ)rf tと 槃 脇穴こ(以 ド「

'れ

夕i二 」 とい う。 )と 称す る。 f

(脇 梵この設立及び小キh並 びに効力 )

折テ〔〕糸 脇定 は、状 76糸 の |)第 1項 7)川と定に

'1(づ

き、イキi々と・ m;市 1と 併i公 Ⅲ (

以下「公口|」 というυ)力く
i設 定し、 lⅢ 散設Af後 に脇夕i二 区域の上地の所イ1竹並び

にlL染 物の

''†

イ∫を H的 とする地 li徹 及び1‖ 地粕:を イ「することとなつた1イ に継水

する。 、

とと 脇定は、次ウ武ザI(知 `|「 の Iあ 定の i怒 可α〕公告のbつ た日か ら胆御:し て '年 以内に

おいて、脇定区峡の土地の所有権並びに受と築物の所布を日的とす る地 上14及 び

十IIJ也 権をイ∫する杵 (以 ド「 li t也 所イ丁狩等」という。)が 2以 上になつた‖!'か ら

これ らの上地所布 ‖十年に ,利
't′ て効力をイ∫する。

(脇 定の変 ,こ 激.び )fこ 止)

(
第 4条  脇定は、 上地所布 1イ 等仝デiの 合意がなければ変更す ることができない。

2 脇夕とは、土地所イ,持等の過半数の合意がなり'れ ばげ
`止

することができない。

(脇 梵E区 域 )

切Ⅲ5条  脇定 区域は、別添日WFに 大示す る区域 とする。

(予L猟 1勿 (″)川

'4)
第 6条  建築 4勿 の用途 tよ 、守川住宅 とす る。

(,L築 1勿 の規模等 )

軒,7イ( 女L築物の規模筆:は 、次の各
'サ

に|と
jげ るザttllに 迪合するものでなければな

y

′
／
∩
工
互
口
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(1)平「用イ|:千とは、一 1研(で ぁること。 ただ し、 4勿 置またはこれに灯iす るド‖
・
属建4勿

(以 下 「V‖ ″t建 物」 とい うけ)及 び晩 JI吐うに設

“

tす る ilt W丁 用上:′‖((以 下 「!|二

Ⅳl月j屋
11(」 というυ)は、この‖1り ではない。

(2)〕也‖錠面か Iち 、 lL4勿 の F・fさ は iC)メ ートルを14え ず、 かつ、 中「ぃi・fさ は7メ

ー トルを超えないものであることゎただ Lノ 、μ‖'層i夕と1カ のI`手 さは2.〔〕メー ト

:  ルを)ととえないことυ

.(〔〕)建築1勿 t′)放地面li上 に対する建築而・再kの 制合は 10分の4以下、かつ、姐床

而縦¢)甲
|」 台は 1()分 ので

'以
ドでibる こと。この場合において、附れとヂと築物及

びユli i耐げ川屋1民 の面li上 は、処梁山||'1の 制介及び妊,4さ 而ht互)制 合の年平出の ittII上 に

lJ11え ることを要しないものとする。

(■ )附沖i建 1カ の1と蝋 Fhi lli ttk、 5ヽ 1上 方メー トル以下とし′、かつ、v‖ゎtテ L物 及び 11i

,「∫サllサイ!根 で′)1と 染 iOF l■ υ)合 illは 、 17｀ 1■オメート,L′ .以 ドとすること。

(建 築物の形すよ等)

舛 8条  姓策4勿 のオ(31に ‐)い て料十二立)捌 れIを 瞬|り 、11夕 rな 街並み形成に‖じ意する

ものとする.

2 前rtの H的 を達成するため、友と集4匂 tつ 新操又t:k噌 政策を行うときtそ の他 I:

件物等を設‖1す るときは、1寺 に次の子4・

')に
すりげる」

|「 収に配意するも■)と する.

(1)配 ‖tは 、眺く円のオ14、 窓等の 8‖ r‐ 1淵;ビ)|∴ |き 合い等 ;偽 :家 魔のフ'ラ イヴアシ
′
イを互いに ,々ILで きるものであること

“

(2)形 状は、 22皮以上の勾h!で わるた根をイ|す ること。ただし、ИI屈 魁物k
びⅢI:i‖ 1,用 サlt ll(に ついては、こfノ )|‖tり ではない。

(3)也 Mは 、ホポiさ のあるイ:1形 色を用いることりただ tノ 、

'■

4tてか色形は川形也

とすることれ

(,1)ア ンテナは、川外にi没 ‖
.:し

ないこと6

(資と興 4勿 の西じ泄)

第 (〕 条 女L染 4勿 の肝齢1は 、 次の各
'歩

に|あ げる小準に迪合す るものでなけれ ばな ら

ない。

(1)女L築物 (|lt i可 川と11,(を 除 く,以 下この条において ,1じ 。)の 外」1ヽ 山
「
又はこ

ltに イ(わ る柱敵
「

(以 ド「1と 集 4〕 の″iヽ 11ヽ 而等」という。)と げi桜 地 げtv卜 線 との ||||

|,k,1メ ー トル以 にの出i離 がなけれ tJiな らないぃ

(2)建築物の外 lit面 等 と道μtt Jt界 線 とT)||‖ は、 1メ ー トルが、Lの 出i離 がなけ11

ばならない。

(3)前 2'チ の規定にかかわ らず、処集物の外!II市 1等 に

'12ケ

ナに州とめる‖!肌 を訛

保できない湘;分 があるときは、Ч
i該 常μ分に係るヂ坐林 1勿 の外 !il面 i全|の 中心線の長

さの合帝|・ が (】 メー トル以下であるとさに脚ヽ り、 |'4散 湘;分 と伊i接地境イト線及び迪

J件 )丁ι界線 との十ltl tよ 、 1メ ー トル以上の川il糀 をとることをJし ない。

(lL築 4勿 の敦地等の形状の変更 )

鋭Ⅲ10糸  IJ也 ,,† イ「丁|十 年は、′公口|が 魁築物の放地の,'iノrlれ を移 1しiし たIη (り、ド、

「献波‖与」 という。)の H4散敷地の形状を変更 L′ 、又は分省Jし てはならない。

2 1i震 波 IIt,に 既に1設 置されているゲー トアー子を除却 し′～ ´ヽとは■ !だ す :争I場 合 1ヽび

に婿l可 [賜 、出入日、 lt!1又 は円り,の 位置、規模及び構造を変 Dと し、又は新たに設

'1す

る場合 tよ 、う
''17条

に冗めるNIぶ4技 Ⅲl会 (以 下 「辿甘携lt会 」とい う。 )

の合意を要するものとする。ただし、出入日を力iた に設汁とする場合は、‖l日 と

メー トル以下のもの 上簡所に駅るものとする。

r〕 市1)〕'1の 月を定にかか寸
フ
)ら ず、讃渋 III,に 既に1設 Iド tさ 1(′ ている埼I Ili嶋 に ttよ 、 中‖f川

'1!オ

〕(を 除き、 ■件 1打 管を設にt及 び価1:比 等をしてはならない
“

4 前 311の サ)と 定にかかわ らず、地ドヽ又は1:両 川爪根の itt i■ 等で叫微な形状の変

1),tび 公卜 il′ 速、iⅢ
:な 施設の設社

・
1に 係る形状の変 :,こ については、 この円くりでない。

(放 地妹境等 )

第 1 1条  脇夕とIX域 内の敷地 i:k、

α)と する。

ぉ・セ或
日

8313.16y

次に ,甥 げ る)よ Чtに よ り〕lt)rな 球耳ををホit l



(1)災地 内の !れ 地等は、 Iス 境 に応 じた 1ヽ制 をし、 )と は芝を張 る篭:の 緑化 を図る

こと。

(2)道μ杵に「百iす る囲障及び将ヽ FI:時 に面す る四障 は、 高 さ 2.3メ ー トル以下の

生 け
'riを

す ることぃ ただ とノ、誤渋 II!Fに 既に設 i■ してあるものを除き、 フェ ン

ス、鉄初1等 の,と ,と 可能なもJIを 生けⅢlの 内側に設 mす ることは、妨げない。 こ

: の場合にお いて、 これ らの1‖ のドfさ は、 1.2メ ー トル以下とす ることυ

。(3)隣接地境 界の囲B4は 、高 さ 2, 3メ ー トル以下 (4)」 iけ 垣又は高さ 」。 2メ
ー トル以

¨
|て のフェ ンス、鉄 1』 等 (′)透 祁と1lr,ヒ な`側|と す る。 ただ し′、 これ らの併

用 を妨げない。

(4)道障 に面iす る圧HPれ は、 前条第 2駅 ただ し昔の場合 を除き、除去 しない ことり

(5)逆器境 ツト及び隣接地 J丁を丼沿いに訳波 IIⅢ に既 に設 i絶:し てある !タト壁 については、

こ1と を1猾 大IIし 、 又は 1賄 i該 1夕 rliに こノ)1上 に 1'こ に ri、 プ ロンク篭:を
i上 みチ幣ししャてはな

らないこと。

.(6)価 殺 し′た朴1木 等 は、ィ必ゥとにちよじ剪ヶと、病 4!干 虫の防除、施肥等 と行い、 ‖il↓ 1

したときはれは111す る等 J〈 好 な蝋境 を保つよ うに努め ること。

(環 境ゅ維 11,向 上 )

第 12条  土地所イ「帝等は、川辺 (4)H,【 tの 附保、IK甘 、 ,ま 央の発生防止、廃束 4カ

の適明な処Ⅲl及 び火災の防止等に心・1:|け るとともに剛地内のiと 路、植戴、 ゴミ

央 li監 所、防犯灯 (ア)沼 tl・子竹理|!に こヽせ し、 1上 tと 地としての環B'3の 刑t持 1句 llに 努める

ものとするの

(建 築辞「Wi等 の承認 )

第 !〔 染ヽ  11)也 ,,FPr1 1+等 が姓架1勿 を〕子染 し、 ィ́ィしくは叫改染 しようとするとき、

又は建築物の西こ置を変更 しようとするときは、法による姓築龍 i思 の lil評手を行政

11'庁 へ‖ナと出す る11に 巡♯1換 ,1会 にЧ
4該 言l lllliを ill前 で ||と 出し、

｀
賄散言I Wiが この脇

定に内容に迪合していることのテAF想 を得るも
`ノ

)と する。

(脇 定のイ,効 刃!‖ U)

第 1狛 糸 脇ズこの子「勧ナu llllは 、 7Tt'武

'I(知

1ド (1)脇 質:(1),忠 II「 の公 (11(イ)れ ',た ||か ら10

7

fF IIキ |と す る。 ただ にァ、 脇ズ:の イ1勒 ナリ!|||1前 了前に li地 所′イ∫11・ 管■)池 半数の 4の III

し出によ り脇定 を終 了させ る決定 をしないときは、 1壻 該川 |IB tt Tの 日の■日か

ら起 ζTし て更に 10イ li llll同 一の条件で脇定 を夏新す るもの とす れ。 その後にお

いても同イ柴とす ア3(】

(脇 定遂反七に対す る!|十 ド1)

第 15条  fli地 所布 汁ヤ干が 脇定に失こtV)る プ:!ゝ上等 に逮反 tノ たときは、辿ギi養 】1会 の

委員長 は、運ドI委 メi会 の決定に乞(づき、 14散 逮反をに対 して 1:事 施 Iの 中 1に 又

は原状のに!1復 を,kめ 、 かつ、 1ヽ ll l壻 のら苫予サUl llt〕 をイヽ|し て
1`41該

逮反 イツ )を 哄とII■)~る

に必要 な措 置を採 ることをili求 す ることができる。

2 脇定 に逮反 tノ た
'I十

1よ 、 苗t4・ t(′)規 穴とにブt〔 づ くIil「 求があ■)た ときは、 これ に従わ

なけ耳tば な らないぃ

(裁判所への訴 え)

第 16条  前条第 lB'1に 定め る!∬i求 を行った場 合において、
｀
!t ii玄 it反 |イ が料I W4の

川 |IUを 経辿 してもなお従わ ないときは、 uギ1凌 11余 の委 Jll上 tよ W4該 fIT求 の内容

を実現す るため裁判所へ,Fえ ることができる。

(巡営委員会 )

第 17条  脇定 を運伴:す るため li地 ,)|イ,者 等の■逆による褒,1で 構成す る巡♯1歩

員会 を設ける。

2 委 ,1の イr朗 は、 1イ ltと す る。 この !Ⅲケ合にお いて、イ「朋の中,4で 就任 した査 11

の任畑 は、 前任士の残 'Itllll F出 とす る。 ただ t′ 、 十1「 十とを妨げないゃ

3 巡営焚員会の役員 として委員 jミ 、高J委 員民及び会 li卜 を附 くv

n A」 i民 は愛 1l υ)II性 によるもの とし、測去 ,1いと及び公∴|・ は去itの うちか ら歩

員長が菱嘱す るもの とす る。

5 換 Jl JIえ は脇定の ||「 務 を総オ帝し、 ll地 所イ丁ユ14等 を代 表す るも(1)と し′、ェ

“

げ i,1〕 11

は委員長 を補佐 し、 会,1民 に
'lI故

あるとき又 は欠けたときはこれ を代 Plヒ′、 会

計は巡 t常 委員会の糸111に 関する11務 を処理す るり

(望、ィr)

o3.3了
46

雷
諷 出



第 18条  運営委員会の和I繊 及び経埋 その他運営について必要な可Wiは 、運営後

員会が別に これ を大にめる。

F偲  則

(施 行別 |IU)

土 この 脇定 iよ 、茨城男t角 1lW)1思 tirの るつた日か ら施行す る。

(経 過 |イliり

2 第 17糸 の州t定 にかかわ らず、 |ヽえ 成 ′1年 〔),ドオIHま での |lilは 、公 |,IIが 巡‖

に当たるもし′)と す イ〕。
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協 定 区 ・域 図  (第 遅3条 i関 係 )
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